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市民が生活していく上で必要な教育や福祉、

道路整備など、まちづくりのいろいろな課題に

ついては、本来、市民みんなで話し合いながら

進めていくことが望ましいことです。しかし、全

員で話し合いを持つことは事実上不可能です。 

そこで、代表者を選び市政を任せることにし

ています。その代表者が市長であり、市議会

議員です。 

市長は、各種の事業や施策の実行を受け持

ちますが、特に重要な事柄については、事前

に議会の承認が必要とされています。 

議会は、市長が予算を定めたり、条例※１を制

定・改廃するに当たって、それをチェックすること

が主な仕事で、議決機関と呼ばれています。 

議会には主に次のような権限があります。 

議決権・・・条例の制定や改正、廃止、予算など

を決める。 

意見書提出権・・・市の公益に関することについ

て国や県等の関係機関、国会等に意見書を

提出する。 

調査権・検査権・・・市政が正しく行われている

かどうか、書類の検査や実態の調査を行う。 

同意権・・・市長が主要人事（副市長・教育委員

等）を選任（任命）しようとするときに、同意する

かどうかを決める。 

議会の役割  

令和元年（２０１９年）１１月 議会意見交換会

※１： 条例とは、憲法９４条で定められています

が、地方公共団体は国で定める法律・政令と

は別に、法律の範囲内で条例を制定すること

ができます。 

市長と議会  
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芦屋市議会は市民の選挙によって選ばれた、

２１人の議員で構成され活動しています。 

政治上の主義や、市政についての考え方や

意見が同じ方向性を持つ議員が集まってグル

ープを結成し、議長に会派結成届を提出するこ

とで会派と認められます。 

※このほか会派に所属しない議員が１人います。 

         （令和元年（２０１９年）６月２１日現在） 

議会は、定例的に一定期間（会期）開く場合

と、臨時的に開く場合があります。 

定例会は毎年４回、３月、６月、９月、１２月

に開きます。このほか必要があるときはその都

度、臨時会が開かれます。 

会期中には本会議や委員会を開きます。 

本会議・・・全議員が出席して、議会の意思を決

定する会議です。 

委員会・・・本会議で議会の意思を決定する前に、

いくつかの部門にわかれて専門的に審査する

会議です。 

本市の委員会の構成は左図のとおりです。 

常任委員会は、その部門に属する市の事務

に関する調査を行い、議案、請願等の審査を

行います。３つの常任委員会があります。 

議会運営委員会は、議会の運営全般につい

て審査、調査、協議を行います。また、特別委

員会は、特に必要があるときに議会の議決で

設置することができます。 

会 派 名 人数 

自 由 民 主 党 ５ 

日 本 共 産 党 ３ 

Ｂ Ｅ  Ａ Ｓ Ｈ Ｉ Ｙ Ａ ３ 

公 明 党 ３ 

あしや しみんのこえ ３ 

改 革 維 新 の 会 ３ 

議員の構成  

議会の会議  

議 員 数 会  派 
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① 招集・・・議会を開くために、議員を一定の日

時に、一定の場所へ集合することを要求する

行為を招集といい、議会の招集は市長が行い

ます。 

② 開会・・・議会を開き、法的に活動できる状態

にすることをいいます。議長の開会宣告で、議

会が議決機関としての活動能力を有する状態

になります。また閉会宣告でこの能力は消滅し

ます。 

③ 議案提出・・・議会に議案を提出する権能は、

法律で市長と議員の双方に与えられていま

す。 

④ 提案説明・・・提出者（市長または議員）が、

提案の理由とその主な内容を明らかにするた

めに行う説明のことです。 

⑤ 質疑・・・議題となっている議案について、疑

問な点や不明確な点を提出者にただすことで

す。 

⑥ 委員会付託・・・本会議で議題となった案件

を委員会に審査を委ねることです。ほとんどの

案件は、各委員会で専門的・具体的に内容の

検討を行います。 

⑦ 委員長報告・・・委員長が付託された案件に

ついて委員会での審査の経過や結果を口頭で

報告するものです。この報告は、本会議での全

議員の判断資料となるため、重要な意味があ

ります。 

⑧ 質疑・・・委員長報告を聞いたうえで、なお委

員会の審査の経過や結果を委員長に確認す

るため行います。 

⑨ 討論・・・案件の賛否について自己の意見を

表明することをいいます。 

⑩ 表決・・・議員が議案などに対して賛成・反対

の意思表示をすることを表決といいます。表決

の結果、得られた議会の意思決定を「議決」と

いいます。 

市議会の本会議・委員会は、どなたでも簡単

な手続きで傍聴できます。 

会議の予定は、「広報あしや」や市議会ホー

ムページに掲載します。 

平成１１年（１９９９年）６月定例会以降の本

会議の会議録と平成１５年（２００３年）６月定例

会以降の委員会記録は、インターネットで検

索・閲覧することができます。 

議会の公開  

議会の傍聴 会議録の閲覧 

定例会と議案審議の流れ 



4 

政務活動費は、法に基づいて、本市議会で

も条例※２を定めて交付しています。 

また、この条例では、政務活動費を充てるこ

とができる経費※３についても定めています。 

なお、芦屋市議会では、マニュアルや平成 

２７年度（２０１５年度）以降の収支報告書及び

領収書等を インターネットで公開

しています。 

本会議、常任委員会、特別委員会の会議の

様子がインターネットでご覧いただけます。 

傍聴に来られない方は、ぜひご覧ください。 

議会映像は、生中継のほか録画もご覧いた

だけますが、録画映像の配信は、会議の概ね

１週間後（土日を除く。）から１年間となります。 

App Store       Google Play

政務活動費  

本会議や委員会のインターネット中継  

※２：芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例 

 ◎交付対象：会派及び会派に所属しない議員 

 ◎交付月額：７０，０００円／人 

※３：会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広

聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加

等市政の課題及び住民その他の関係者の意思

を把握し、市政に反映させる活動その他住民福

祉の増進を図るために必要な活動として、条例

別表に定める経費に充てることができます。 

議 会 を も っ と 身 近 に ！ ！

App Store または Google Play で 

「マチイロ」を検索または QR コードから 

アプリをダウンロードできます。 

あしや市議会だよりを 
配信中 

QR コードをよみこむと、 

芦屋市議会ホームページへ 

アクセスできます。 

芦屋市議会事務局 
ｆａｃｅｂｏｏｋ 

芦屋市議会 
ホームページ 

QR コードをよみこむと、 

芦屋市議会事務局ｆａｃｅｂｏｏｋへ 

アクセスできます。 


